
建物
駐車場

資材置場
植林 農地造成

仮設現場
事務所等

1 住民票抄本 市民課・振興局 １ - ○ ○ ○ ○ ○
全部事項証明書と住所が同一の場合は不要
３ケ月以内に発行されたもの

2 全部事項証明書 法務局 １ - ○ ○ ○ ○ ○ ３ケ月以内に発行されたもの（※電子版は不可）

3 位置図（申請地周辺の状況がわかる地図） - １ ○ ○ ○ ○ ○

4 公図（字図） 法務局 １ - ○ ○ ○ ○ ○ ３ケ月以内に発行されたもの

5 平面図 - １ ○ ○ 建築面積が記載されたもの

6 配置図 - １ ○ ○
排水計画を記載
駐車場を設置する場合は車の配置を記載

7 立面図 - １ ○ 建物の高さが記載されたもの

8 事業計画書 １ - ○ ○

9 土地利用計画図 - １ ○ ○ 駐車場は区画と台数、植林は樹種と本数を記載

10 断面図及び工程表 - 各１ ○

11 本体工事請負契約書 - １ ○

12 土地一時使用賃貸借契約書＋覚書 - 各１ ○

13 同意書 １ - ● ● ● ● ● 利用権設定をしている場合、共有地の場合

14 始末書 １ - ● ● ● ● ● 許可を得ず事前着工している場合

15
預金通帳の表紙と最終ページの写又は
Web口座の残高がわかる書面
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● ● ● ● ●

Web口座の残高がわかる書面（以下①～⑤がわかるWeb画面
の印刷物）①金融機関名　②口座番号　③口座名義人 ④口座
残高　⑤口座残高の時点（日付）　 ※高解像度で内容が確認
できるものに限る

16 残高証明書又は融資証明書 金融機関 １ - ● ● ● ● ●

17 融資（出資）証明書＋残高証明書 各１ - ● ● ● ● ● 親、配偶者、兄弟等から借用（贈与）の場合

18 見積書又は契約書（請負・売買・賃貸） - １ ○ ○ ○ ○ ○ 全体事業金額の確認ができるもの

19 土地改良区（水路組合）意見書 １ - ● ● ● ● ● 土地改良区内にある場合、水路に接している場合

20 法人登記簿謄本 法務局 １ - ● ● ● ● ●
申請人が法人の場合（定款、寄付行為又は規約の添付が無い
場合）

21 定款、寄付行為又は規約(原本証明付) - １ ● ● ● ● ● 申請人が法人の場合（法人登記簿謄本の添付が無い場合）

22 工事計画書及び工事予算書又は見積書 - 各１ ● ● ● ● ● 申請人が法人の場合

23 宅地建物取引業者免許証 - １ ● 建売住宅用地、宅地分譲用地（建築条件付含）の場合は添付

24 委任状 １ - ● ● ● ● ● 窓口にきた方が、申請者（譲渡人含）の代理人である場合

※１　○印は添付が必要な書類、●印は場合によって必要な書類です。上記以外にも必要に応じて確認書類を求められることがあります。

※２　上記各種資金証明書の有効期限は特段定めはありませんが、できる限り直近に発行されたものを添付してください。ただし、各種資金証明書に有効期限の記載がある場合は、受付日時点において、記載された
　　　 有効期限以内のものに限ります。

※３　隣接農地所有者の転用承諾書及び申請農地に抵当権等が設定されている場合の抵当権者の同意書は、添付書類として求めていませんが、いずれもできる限り転用についての承諾を事前に得て
　　　 申請してください。

※４　申請書締切後、申請者へ担当農業委員から転用計画についての確認の連絡があります。

農地法第４条、第５条の規定による許可申請書の添付書類一覧

№ 添付書類名 入手先

提出部数 転用の目的

備　　考
原本 コピー

永久転用 一時転用


